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現下の政治情勢 

 2025 年 10 月 22 日、わが国初の女性首相と

なった高市早苗政権が発足した。新政権誕生

に至る経緯を振り返れば、約 1年前の 2024 年

10 月に発足した自由民主党・公明党連立の石

破茂政権は、発足直後の解散を受けての衆議

院議員選挙で敗北し、衆議院で“少数与党”

状態に陥った。その後、2025 年 6月の東京都

議会議員選挙、続く 7月の参議院議員選挙で

も石破政権は立て続けに敗北し、参議院でも

“少数与党”状態に陥ることとなった。国政

選挙等での相次ぐ敗北を受け、10月 4日には

自由民主党の総裁選挙が実施され、高市早苗

氏が新総裁に就任した。もっとも、その翌週

には、これまで 26年間にわたる連立関係にあ

った公明党が連立を離脱することを表明した。

その後自由民主党は、新たに日本維新の会か

ら、“閣外協力”の形で政権に協力する合意

を取り付け、10 月 21 日に開会した臨時国会

での首班指名で日本維新の会は高市氏に投票

し、高市政権の発足に至っている。 

 

第 217 回国会における予算の国会修正 

 このような政治情勢の展開を受け、2025 年

入り後のわが国の予算決定プロセスを振り返

れば大きな変化が生じ、実に 29年振りに予算

の“国会修正”が行われることとなった。2025

年度当初予算が審議された第 217 回通常国会

においては、先議した衆議院でまず修正が行

われた。しかし、続く参議院でもさらなる修

正が可決されたため、参議院による修正部分

が再度、衆議院に回付されたうえで同意され、

前年度末ギリギリの 2025 年３月 31日に成立

した。衆参両院で予算の“国会修正”が行われ

たのは、わが国では初めてのことであった。 

 具体的には、次のような内容の修正が順次

行われた（図表１）。 

 まず衆議院では、一般会計予算の歳出につ

いては、一部野党の主張等を受け容れ、いわ

ゆる高校無償化関係の 1,064 億円の修正増加、

高額療養費制度関係の 55 億円の修正増加が

行われ、地方交付税交付金の 2,056 億円の修

正減少、予備費の 2,500 億円の修正減少によ

り、総額で 3,437 億円の修正減少が行われた。

一般会計予算の歳入については、これも一部

野党の主張等を受け容れ、基礎控除の特例の

創設による所得税の収入を 6,210 億円の修正

減少としたほか、税外収入の 2,793 億円の修

正増加、公債金の 19 億円の修正減少により、

総額で 3,437 億円の修正減少が行われた。 

このように、一般会計予算の歳出・歳入の

総額について、ネット・ベースで 3,437 億円

の修正減少という形での着地を図る予算の修

正案が与党から再提出され、可決された背景

には、一部野党側の主張等は受け容れつつも、

その結果として安易な財政拡張に陥ってしま

うことは何としても回避したい、との石破政

権・与党側の財政再建路線堅持に向けての強

い意向があったように見受けられる。 

続いて審議が行われた参議院においては、
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高額療養費制度の見直し全体の実施を見合わ

せ、本年秋までに改めて方針を検討し、決定

することとされた。そこで、一般会計予算の

歳出について、高額療養費制度関係の 105 億

円の修正増加、その見合いで予備費を 105 億

円修正減少させ、一般会計の歳出・歳入の総

額は衆議院での修正・可決段階から不変とす

る形での予算修正が与党から提出され、参議

院で可決された。同修正案は衆議院に回付・

同意され、2025 年度当初予算は成立した。 

 

 

民意が多様化した背景にはわが国のこれま

での経済運営 

 一国の民意の所在いかんは、国政選挙にお

いて、もっとも客観的な形で明らかになる。

わが国においても、これまでの経緯を振り返

れば、投票率が低下傾向をたどり、とりわけ

若い世代の政治に対する無関心傾向が指摘さ

れていた時期もあった。 

ところが、近年は国民全体の投票行動は様

相を異にし始めている。2012 年末以降の自公

連立政権が安定多数を確保していた時期とは

異なり、2024 年秋以降は“少数与党”状態が

現実のものとなった。同時に野党の支持にも

分散傾向がみられるなど、多様な民意が国政

選挙結果に明確に表れるようになっている。 

その背景には、わが国においても格差の拡

大傾向が著しく、インフレの進行も加わって、

生活が苦しい、人生設計も思うに任せないと

いう層が増えてきていることがあるように見

受けられる。それも元をたどれば、わが国が

これまで雇用政策の面では非正規雇用の増大

を容認すると同時に、安易な円安志向といっ

ても過言ではないマクロ経済政策を展開し、

とりわけ第二次安倍政権以降は、他の主要国

にはおよそみられない異例の規模で、中央銀

行である日本銀行による“事実上の財政ファ

イナンス”を展開してきた点などを指摘でき

よう。 

日銀は正常化に着手したといっても、現時

点では実際にはほぼ“名ばかり”の状態にと

どまる。同行の資産規模の対名目ＧＤＰ比が

いつになったら 100％を切ることができるの
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かすら、現時点では全く見通せない。他の主

要中央銀行は、コロナ危機対応のオペレーシ

ョンからの正常化を迅速かつ積極的に敢行し

てすでに久しく、各行の資産規模は日銀より

はるかに低い同 20～30％台にまで低下して

いる。しかしながら、それでも彼らはなお危

機感を失うことなく、資産縮小オペレーショ

ンを継続している。日銀とこれらの主要中央

銀行との正常化に向けての姿勢の差はあまり

にも大きい。その結果として表れる中央銀行

としてのバランス・シートの規模や内容の差

も、彼我で大きく乖離したままとなっている。

加えて、超金融緩和状態の長期化は現実問題

として、金融資産や不動産の価格を経済全体

の実力以上に押し上げる方向に作用している

可能性が高く、それが格差を一層拡大させて

いる。そして、こうした中央銀行による“事

実上の財政ファイナンス”状態の継続に安易

に乗ずる形で、国の側も“放漫財政”状態を

一向に正せないままで今日に至っている。イ

ンフレの進行や格差の拡大は、わが国の長年

にわたるこうしたマクロ経済政策運営の弊害

がついに顕現化したもの、と捉えることがで

きよう。 

 

国民の多様な声を国の予算編成に反映して

いくうえでのわが国の課題 

 大きく変化した国会の議席配分は、インフ

レや格差の拡大に苦しむ国民の民意が顕現化

したものにほかならない。2025 年度当初予算

の国会での審議プロセスにおいて、“国会修正”

の形で野党の意見が一部採り入れられたこと

は、多様化する国民の意見を反映させるうえ

での一歩として、前向きに評価できよう。 

一方、いくつもの課題が明らかになったの

も事実であろう。 

議院内閣制のもと、わが国においては予算

の提出権限はもっぱら内閣に帰属する。予算

案提出後の国会での審議プロセスにおける

“国会修正”は、赤字国債の追加発行を要し

ない、この程度の内容が限界であったのも事

実である。それ以上に踏み込んだ大幅な予算

の組み直しを迫られた場合、予算案そのもの

を内閣が提出し直す“内閣修正”も制度上は

可能であり、過去に実例もいくつか存在する

ものの、それでは予算の前年度内成立が危ぶ

まれ、現実的には極めて採りにくい選択肢で

あった。 

なお、今回の国会での修正プロセスにおい

ては、一部の野党から、歳入減、ないし歳出

増を意味する政策の実現を主張しつつ、その

ために必要な財源を自分たちは明示せず、「財

源は与党で考えてもらいたい」と無責任な要

求を突きつける動きもみられた。 

さらにいえば、わが国の財政運営は、現実

問題として一段と危うさを増している状況に

ある。市場金利が上昇基調をたどるなかで、

先行きの財政リスクが国内外の投資家に強く

意識されるようになってきており、国債の市

中消化が超長期債を中心に次第に困難になり

つつあるのが現実だ。今回の国会での予算修

正においては、石破政権・与党側が歳出・歳

入の総額を何とか当初予算政府案の範囲内に

収めた（正確には▲3,437 億円規模での減額

修正）。しかしながら、そもそも当初予算政府

案自体が、28.6 兆円規模での新規国債発行を

前提とするもので、その点は衆参両院による

予算修正を経ても不変であった。これほど財

政事情が悪いにもかかわらず、未だに多額の

新たな借金を積み増し続けようとする国の財

政運営が果たしていつまで持ちこたえられる

のか、予定した発行額での国債の消化をいつ

まで円滑に続けられるのかは定かではない。

“少数与党”状態では、与党側は野党側の要求

をのまざるを得ず、財政拡張的になりがちと

なるのはやむを得ない、との見方もきかれる
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が、それではこの国の財政運営は遠からぬ将

来に本当にゆきづまり、取り返しのつかない

事態を引き起こしてしまうこととなりかねな

い。 

現状のままでは、そうなってしまいかねな

いのはなぜか。国民が、①このまま財政拡張

政策を安易に続けてしまった末には一体どう

なるのか、客観的な見通しを知らされていな

い、②財政再建の具体的な方策を知らない、

財政制度そのものを理解できていない、詳細

について知らされていないからではないか、

と筆者は考える。 

 

独立財政機関の必要性 

こうした課題は、わが国に限らず、市場主

義経済の下で民主主義をとる各国に共通する

課題でもある。だからこそ、主要国では独立

財政機関を設立する動きが相次ぐ。とりわけ、

欧州債務危機で財政破綻の痛みを身をもって

経験した欧州各国ではその動きが強まってい

る。 

ただし、一口に“独立財政機関”と言って

も、その果たす役割は国によってまちまちで

あるのが実態である。そこで以下では、独立

財政機関として、主要先進国のなかでも相対

的に長い歴史を有し、上述の①財政の客観的

な中長期見通しの提示と、②財政再建のオプ

ション提示、という、国民向けに客観的な財

政情報を提供する二つの役割を担っている米

議会予算局（ＣＢＯ：Congressional Budget 

Office）の例を参考事例として採り上げる。

それを基に、わが国において民意の多様化が

明確化するなか、かつ、議院内閣制のもとで、

より多様な民意を反映しつつ、財政再建の道

 
1 例えば、2023 年４月に、下院で、当時多数を握っていた共和党側が、民主党側とは異なる考え方で増税を行

ったり歳出カットを行ったりする内容の予算を可決しているが、バイデン大統領が署名しなかったため成立

していない。 
2 当時はニクソン大統領が、予算編成を大統領主導で行おうと企図しており、議会側はそれに反発していた。 

筋を決して踏み外すことなく、確固たるもの

にしていくうえでは、どうしたらよいのかを

考えたい。 

 

ＣＢＯが担っている役割 

米国では大統領制のもと、予算編成権は議

会が有する。実際に成立まで漕ぎつけられる

か否かは別ながら、与党であるか野党である

かを問わず、予算案を議会に提出することが

可能である。実際に大統領と議会の勢力が“ね

じれ”状態にあったもとで、議会で多数を占

める野党側が予算案を提出して可決させた事

例も存在する1。議会での審議内容は、与党側

のみならず野党側が提出する予算案や法案等

についても、誰の負担が増えるのかといった

点を含めて報道されている。わが国に比較す

れば、予算審議はもちろん、世論も含めた議

論もはるかに活発に行われているように見受

けられる。 

そのように活発な財政や予算に関する議論

を支えているのがＣＢＯである。ＣＢＯは、

議会の予算査定能力や分析機能を強化する観

点から 1974 年に議会主導で設立された2。Ｃ

ＢＯは独立財政機関として、共和党や民主党

といった特定の党派に偏ることなく、超党派

的な立場から分析を行うことを旨としている。

ＣＢＯ長官は政治的な意味での所属には無関

係に、上下両院の議長によって任命されるこ

とが法定されている。ＣＢＯは 300 名近いス

タッフを有するが、彼らもまた、博士号等の

高度な学位を有する経済学者らを中心に、政

治的な所属とは無関係に、専門的な能力のみ

に基づいて、ＣＢＯ長官によって任命される。 

ＣＢＯが分析を行って公表する資料は極め
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て多岐にわたる。連邦政府の財政運営・経済

見通しが定期的に公表されているほか、財政

運営全体の長期見通しや、社会保障や国防等、

分野を限定した政策運営の財政コスト等に関

する長期見通しも公表されている。またＣＢ

Ｏは、各議員が提出する法案のほぼすべてに

ついてコスト見積もりの分析を行うことを法

的に義務付けられており、日々、少なからぬ

数の法案のコスト分析結果が公表されている。

このほかＣＢＯは隔年で、『財政赤字削減のた

めのオプション』と題する報告書も刊行し、

義務的歳出、裁量的歳出、歳入のそれぞれに

ついて、財政赤字を縮小させるうえで考えら

れる多数の選択肢を提示し、それぞれについ

て先行き 10 年間にどの程度の財政赤字削減

効果が見込めるのかについて、年ごとの推計

結果を提示している。 

ＣＢＯが示す中長期の財政見通し 

ＣＢＯによる連邦政府の財政運営の先行き

の見通しは極めて厳しい（図表２）。コロナ危

機で急増した連邦政府の債務残高（ＧＤＰ比）

は、今後もＰＢ赤字のみならず、利払費がか

さみ続けることを主因に、第二次世界大戦直

後を上回って史上最悪となった後もさらに膨

張し続ける、との見通しが示されている。図

表３はその前提を示したものである。米国の

物価は今後 2027 年頃にかけて、中央銀行であ

る Fed（連邦準備制度）が目標に掲げる２％

に向けて収束していく一方、米国の長短市場

金利は物価上昇率を上回る、一定の高止まり

状態が続く、との前提が示されている。米国

内にとどまらず、海外の市場関係者を含めて、

ＣＢＯがこのように示す、米国の財政運営の

客観的な先行き見通しに対する信頼は厚い。 
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ＣＢＯが示す『財政赤字削減のオプション』 

ＣＢＯは下院および上院の予算委員会から

の要請により、赤字を削減するうえであり得

る政策の選択肢について、議員らが知見を得

られるようにするために、予算オプションの

一覧表を含む報告書を定期的に隔年で発行し

ている。最新版は2024年12月発行版（Options 

for Reducing the Deficit: 2025 to 2034）

で、そこでは連邦政府の予算の赤字を減少さ

せるうえで歳出や歳入を変化させる 76 のオ

プションが示されている（図表４）。また、そ

れぞれのオプションについて、例えばオプシ

ョン 45の「通常の収入にかかる個人所得税率

の引き上げ」であれば図表５、オプション 62

の「社会保障給与税の対象となる課税可能勤

労所得の最高額の引き上げ」であれば図表６

に示すような形で、今後 10年間における赤字

幅の削減効果の推計結果が示されている。オ

プションによっては、例えば図表６（オプシ

ョン 62）で示したように、政策運営変更のや

り方に関して複数のアプローチが示され、そ

のそれぞれについて、赤字幅の推計結果が示

されているものもある。 

 ＣＢＯによれば、これらのオプションの着

想は、様々な情報源からもたらされたもので

ある、とされている。具体的には、議員によ

る立法の提案、様々な行政当局からの予算の

提案が基になっていたり、ＣＢＯのスタッフ
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自身が考案したりしたオプションもあれば、

議会スタッフ（ＣＢＯとは別のＣＲＳ＜議会

調査局＞に関しては後述）による分析結果、

連邦機関や民間グループ等による調査・研究

結果等にヒントを得たオプションもある由で

ある。なお、歳出に関するオプションの分析

はＣＢＯのスタッフが行っているものの、歳

入に関するオプションの分析の殆どは、税制

に関する両院合同委員会（ the Joint 

Committee on Taxation）のスタッフが実施

し、その一部にＣＢＯのスタッフも関与して

いる。 

 ちなみに、ＣＢＯは本報告書の巻末で、以

下の点を明確に述べている（訳は筆者）。 

 

 オプションは、優先順位のランク付けを

する、ないしは、包括的なリストを提示

する、というよりはむしろ、様々な可能

性を反映することを企図したものであ

る。 
 特定のオプションを含めたり除外した

りすることは、ＣＢＯによって是認ない

し拒否がなされたことを意味するもの

ではない。 
 客観的で不偏不党の分析を提供すると

いうＣＢＯのマンデートに則り、本レポ

ートは一切の勧告を行うものではない。 
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財政論議が低調なわが国の実態 

わが国では、長年にわたり“世界最悪”の

財政事情にありながら、財政運営や具体的な

予算運営に関する議論は長年低調な状態が継

続してきた。その実態は、次のようなもので

はなかったか。 

独立財政機関が存在しないがゆえ、公的部

門による客観的な中長期財政見通しが存在せ

ず、国民は危機感を覚えることがあまりない。

加えて国民は、財政再建のために具体的には

どのような選択肢があるのか、という知見を

およそ持ち合わせておらず、知らされてもい

ない。わが国の場合、そもそも制度運営の詳

細や実態についても知らされておらず、理解

もできていない点が多々ある。そのため、財

政状況は“世界最悪”で、財政再建が必要と

はわかっていても、そのためには短絡的に「消

費税率引き上げしかない」と考えてしまう。

そして、「消費税率の引き上げは、とりわけ弱

者の負担増になってしまうからできない」と

なり、そこで、「とりあえず赤字国債を増発し

てしのいで済ませてしまおう。後の世代に付

け回しをしてしまうが、当面、財政運営に何

も起こらなければよいだろう」と長い年月を

過ごしてきてしまったのではないだろうか。 

 

わが国の現状①－中長期の財政見通し 

 わが国の財政論議をめぐる課題の現実を、

具体的にみてみよう。 

 まず、わが国には独立財政機関は今のとこ

ろ存在せず、政府部門からは内閣府がおよそ

半年に一度、定期的に中長期の経済・財政見

通しを策定し公表している。 

 図表７は、その直近の 2025 年８月公表分で

ある。見通しの対象の最終年度である 2034 年

度の国・地方の公債等残高ＧＤＰ比は「成長

移行ケース」で 173.6％にまで低下する、ま

た「過去投影ケース」でも同 202.0％と、足許

（2024 年度実績見込みは 201.3％）との対比

でほぼ横ばいで推移する、との楽観的な見通
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しが、これまでに公表してきた中長期見通し

を基本的に踏襲する形で示されている。これ

はあたかも、「経済成長すれば、特段の緊縮努

力などしなくても財政再建は自ずと達成され

る。低成長にとどまるとしても、財政事情が

特段悪化するわけではない」と言っているよ

うに見受けられる。 

 内閣府の試算で、特段の財政再建策を講じ

ないのに基礎的財政収支（ＰＢ）が改善する、

いわば“バラ色”の見通しが示されている理

由は、試算の経済前提の設定（図表８）にあ

る。そのポイントは次の３点である。 

 

① 名目経済成長率の水準 
前提とする名目経済成長率を高く設定すれ

ばするほど、それにつれて税収も伸びると見

込まれるため、財政収支は改善する。 

② 名目経済成長率と金利の関係 
国内外の過去の経験を振り返れば、市場メ

カニズムが健全に機能しているもとでは、「名

目経済成長率が金利を下回る」局面が実際に

多く、通常の姿と考えられている。もっとも、

これに反して「名目経済成長率が金利を上回

る」という前提を設定してしまえば、ごく単

純化すると、利払費よりも税収の伸びの方が

相対的に高くなるため、財政収支は改善する。 

③ 金利と物価上昇率の関係 
市場メカニズムが健全に機能している経済

では、「金利は物価上昇率を上回る」のが通常

である。それは、物価上昇率（正確には予想

インフレ率）が金利の一部を構成する要素で

ある（図表９）ことによる。ゆえに、「金利は

物価上昇率を上回る」のが、古今東西をみて

も通常で、さらに長期金利は短期金利の積み

重ねであることからすれば、長期の金利にな

ればなるほど、「金利は物価上昇率を上回る」

となるのが当然といえる。にもかかわらず、

「長期金利＝物価上昇率」、ないしは「長期金

利＜物価上昇率」などという前提を置いてし

まえば、いかに高インフレが進行しようとも、

利払費は増えずに済むことになる。 
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ところが、内閣府が採用している前提をグ

ラフ化した前掲図表８から明らかなのは、内

閣府が長期金利の前提値を、経済成長率との

比較でも、そして物価上昇率との比較でも、

随分と低めに設定している、という点である。

名目長期金利が名目ＧＤＰ成長率を追い抜く

のは、①過去投影ケースでは 2027 年以降、②

成長移行ケースや③高成長実現ケースに至っ

ては 2032 年以降である。物価上昇率との関係

も然りで、名目長期金利が消費者物価上昇率

を追い抜くのは、①過去投影ケースでは 2026

年以降、②成長移行ケースや高成長実現ケー

スでは 2028 年以降とされている。要するに、

短期金利ではなく、長期金利が物価上昇率に

満たない低水準で推移するという、世界の市

場主義経済圏において当然の経済メカニズム

やこれまで観察されてきた経験からすれば、

不自然極まりない前提が設定されている。と

りわけ、目立ちやすい目先数年間の名目経済

成長率や消費者物価上昇率については、利払

費が増えずに済むように恣意的な前提が設定

されているといっても過言ではなかろう。な

ぜ、そのような前提とするのか。増税にせよ

歳出削減にせよ、痛みを伴う話を国民に対し

て切り出したくない政府に配慮して、まとも

な財政再建策を講じずに当座をやり過ごすこ

とに“お墨付き”を与えるためではないか、

とも推測できよう。 

 さらに、内閣府の名目経済成長率の設定水

準の高さも問題含みといえる。前掲図表８か

ら明らかなように、内閣府は、物価上昇率は

高くなったとしてもせいぜいこの先も２％程

度で収まる状態が継続すると楽観視しつつ、

名目経済成長率を高めに設定している。これ

はすなわち、実質経済成長率をかなり高めに

設定していることを意味する。一国の「実質

経済成長率」とは、短～中期的な景気変動要

因を除外して考えれば、長期的には当該国の

「潜在成長率」に等しくなる筋合いのもので、

ヒト（労働投入量）、カネ（資本投入量）、技

術革新力（全要素生産性）という３つの要因

によって決定される。わが国の場合、「ヒト」

要因（労働投入量）は、人口減少傾向にある

ため、この先潜在成長率を押し上げる方向に

寄与することがおよそ期待できないことは誰

の目にも明らかである。移民を積極的に受け

入れる気運は乏しく、押し上げ要因としては、

女性や高齢者の労働参加率をどれだけ引き上

げられるか、くらいしかないことからすれば、

「ヒト」要因が潜在成長率を押し下げる方向

に作用することをどこまでくい止められるか、

というのがわが国の現実的な課題といえよう。 

ところが内閣府は、この３要素のうちの「ヒ

ト」以外の要因、とりわけ全要素生産性（い

わゆる「技術革新力」要因）を高めに見積も

り、試算の前提となる潜在成長率を高めに設

定している。一国の技術革新力を決定する大

きな要因であるわが国の研究開発力が、国際

的に低下していると言われるようになって久

しい今日、ほんの目先の数年後から、それほ

ど高い技術革新力を簡単に回復できるものな

のか、疑問の念が拭えない。また、「ヒト」要

因に関しても、試算の対象期間である 2033 年

度まで、厳しい人口減少トレンドが続くであ

ろうことは事実上確定しているため、労働参

加率を高めに設定することで、何とか潜在成

長率を高めに設定しようとしているように見

受けられる。内閣府がここまでして潜在成長

率＝実質経済成長率の見通しを高く設定した
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いのは、それが税収の伸びにつながり、財政

運営全体が好転するとの試算結果を導きやす

くなるからとも推察できる。 

内閣府によるこうした試算の前提の設定は、

先述の米ＣＢＯの前提の設定（前掲図表３）

とは極めて対照的である。米ＣＢＯでは、高

インフレが継続してきた物価に関しては

2027 年頃から、中央銀行である米連邦準備制

度（Fed）が長期的な目標としている２％程度

に収束していくと想定しているが、それと同

時に Fed の短期の政策金利（ＦＦレート）は

３％台央、10年物財務省証券（国債）金利は

４％程度で推移する、との前提が設定されて

いる。短期金利は物価上昇率を上回るレベル

に設定されて金融引き締めが継続されるもと

で、物価は前年比２％程度で推移すると想定

され、長期金利はそうした短期金利水準をさ

らに上回る状態が継続すると想定されている。 

いずれも、市場主義経済圏における道理に

かない、米国のみならず市場主義経済体制に

ある各国の過去の経験に照らして違和感のな

い前提となっている。ＣＢＯの中長期財政試

算では先述のように厳しい結果（図表２）が

示されているのは、何よりもこうした現実に

即し、市場主義経済圏の国として理に適った

中立的な前提が採用されていることによる。 

ひるがえってわが国では、内閣府によるこ

うした前提の設定には、独立財政機関ではな

く、政府の一部門が試算を行って公表する中

長期の経済・財政見通しの限界がまざまざと

表れているといえよう。こうした、“実力度外

視”、“現実度外視”の前提に基づく経済・財

政見通しは、これまでの内閣府の経済財政試

算が何度も繰り返してきたように、今回の試

算もまた“絵に描いた餅”に終わる可能性が

高いといえよう。そして何よりも問題なのは、

国民の財政に対する危機意識が一向に高まら

ず、国会における財政再建に向けた本格的な

議論、具体的な議論が一向に深まらない結果

につながってしまうことであるといえよう。 

高市政権は、わが国の従前の国と地方の基

礎的財政収支の黒字化目標を取り下げ、2026

年初に内閣府が示す中長期の経済財政試算の

結果をみたうえで、新たな財政再建目標を指

示する意向を示している。その際に内閣府が

示す中長期の経済財政見通しが、いかなる内

容の 

経済前提に基づくものであるのかを注視す

る必要があるといえよう。 

 

わが国の現状②－国民は政策運営の実態を

知らず、選択肢も持ち合わせず 

 わが国では、国民が、財政再建のために具

体的にどのような選択肢があるのかについて

およそ知見を持ち合わせていないばかりでな

く、そもそも、各分野の政策運営の枠組みが

どうなっているのか、実態はどのようなもの

になっているのか、およそ知らされていない

点が多々ある。その背景には、いわゆる“既

得権益層”を擁護するために、あえて一般の

国民には実態がわかりにくいようにされてい

たものもあるのではないか。 

 例えば、今年は２年に一度の診療報酬の改

定の議論が行われる年に当たる。物価高のな

か、医療業界からは「赤字病院が増大」など

と、診療報酬の引き上げを求める〝大合唱〟

が起こっている。しかしながら、医療機関の

経営実態が本当のところはどうなっているの

かはほとんど報じられることもなく、私たち

国民が目にする機会はほとんどない。 

 診療報酬改定に合わせて、中央社会保険医

療協議会は「医療経済実態調査」を隔年で実

施している。本稿執筆時点では最新である

2023 年実施分の厚生労働省ホームページで

の公表資料をみると、一般診療所（いわゆる

“開業医”）の医業・介護費用のうち、給与費



財政規律と財政民主主義 

―民意の多様化と財政再建両立のために求められる 

民主主義市民社会の財政インフラの構築― 

RESEARCH BUREAU 論究（第 22 号）（2025.12） 25 

が最大の構成比（約 51％）を占め、医薬品費

（13％）や水道光熱費（１％強）等を大きく

上回る（図表 10）。職種別の給与水準（年収）

をみると、医師は 1,114 万円、看護職員は 400

万円であるのに対して、院長は 2,631 万円と

圧倒的に高い（図表 11）。 

 

 

 

 他方、わが国の特別職国家公務員の給与水

準（年収）をみると、内閣総理大臣は 4,061

万円、国務大臣は 2,961 万円、内閣官房副長

官や副大臣は 2,841 万円である。公務員に準

ずる立場にある日銀総裁は 3,607 万円、同副

総裁は 2,851 万円という具合だ。これは多数

の開業医が、全国平均でみても、副大臣や日

銀副総裁クラスに近い高報酬を得ていること

を意味する。それでは診療報酬が膨張するの

は自明の理だ。 

しかも、医療経済実態調査は悉皆調査では

なく、一般診療所の抽出率はわずか 15分の１

にとどまる。中央社会保険医療協議会がどの

ような一般診療所を調査の対象に選定してい

るのかは定かではないが、真の意味での開業

医の年収の全国平均は、この調査結果よりも

さらに高い可能性も否定できない。そうした

開業医の家庭では、年間学費が１千万円超の

私大医学部に子弟を苦も無く進学させられる

のも、さもありなんだろう。その出どころは

診療報酬だ。国民が、経済的に余裕のない層

も含めて負担している社会保険料や受診時の

窓口負担、そして納めた租税なのだ。世の中

全体として賃上げ促進が叫ばれるなか、一般

診療所の看護職員や医療技術員らの報酬をも

っと引き上げるべきことは論をまたない。診

療報酬改定の議論はいつも、「全体として○％

のプラス改定／マイナス改定」で終わってし

まいがちだが、院長（開業医）の高報酬はこ

のままでよいのか。これでは、まるで診療報

酬が“格差の増幅装置”として機能してしま

っているのではないか。 

 このほか、一般病院の職種別の給与水準を

みると、医師（いわゆる“勤務医”）の年収の

平均は全体で 1,461 万円と、病院の開設者別

でみた差はあまりないが、院長は別だ。国立

の病院は 1,908 万円、公立は 2,088 万円にと

どまるのに、医療法人の病院長は 3,021 万円

である。それで“赤字で大変だ”と言われて

も多くの国民の共感は得られまい。 

市場主義メカニズムのもと、高価格の事業

に顧客がついてくるのであれば、高報酬を得

るのは自由だ。しかし診療報酬は、市場主義

経済体制下では例外的な公定価格である。に
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もかかわらず、開業医らの高報酬問題に関す

る議論はこれまで事実上タブー視されてきた

のが実態だろう。 

もし、わが国にも米ＣＢＯのような独立財

政機関があれば、診療報酬の配分方式の抜本

的な見直しを実施した場合の、一般会計の社

会保障費、ひいては国全体の財政赤字の縮減

幅の試算結果が示されるのではないか。わが

国では「高齢化の進展で社会保障費は増える

一方になるのはやむを得ない」との論調が根

強いが、本当のところ、要因は高齢化ばかり

でもないことが明らかになり、財政再建を前

進させるうえでの新たな選択肢が生まれるこ

とになるだろう。 

 国民が詳細を知らされていないもう一つの

例として、「租税特別措置」（通称“租特”）が

ある（図表 12）。国税である法人税にせよ、所

得税にせよ、また地方税である固定資産税な

ども含めて、負担する税額は誰もが一律の税

率をかけられるのみで決まるものでもない。

法人税であれば、中小企業はこの租特を適用

する形で法人税率が引き下げられているほか、

大企業でも図表 12に示すような“研究開発目

的での設備投資の促進”といった一定の要件

を満たせば、その分の法人税額が軽減される

ことになっている。図表 12から明らかなよう

に、この租特による税の減免額は相当なもの

だ。しかしながら、この租特は透明性をはな

はだ欠いており、実際にはどこの企業がどれ

だけこの租特の恩恵で法人税を軽減されたの

かは、明らかにされていないことが殆どだ。

先述の診療報酬の配分の問題とともに、こう

した問題がこれまで放置されてきた背景には、

昨今、問題となっている企業・団体献金の問

題も影響しているであろうことは否めないだ

ろう。 

また、個人の所得税の関係でも、住宅ロー

ンの特別控除等の形で、この租特の恩恵を受

けている人は少なくない。住宅ローンを組ん

で持ち家を取得するのか、それとも賃貸の形

で住居を確保するのか、個人の自由ではある

が、前者をこれほどまでに優遇するのは果た

して本当に公平といえるのであろうか。 

 このように考えていけば、わが国において

も財政再建に向けた選択肢は多々あるはずだ。

図表 13は歳出について、その一例をまとめた

ものだ。とりわけ社会保障分野について、こ

れほどの歳出カットは当事者にとってあまり

にもむごい、とてもできない、という判断に

なるのであれば、その分の追加の歳入増で賄

えるように、経済的な余裕のある誰かが負担

するしかない。図表 14は歳入面における選択

肢の一例である。 
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寄稿論文 

民意の多様化と財政再建の両立に向けての

わが国の課題 

 民意の多様化が国政選挙結果に反映される

ようになった今日は、見方を変えれば、財政

再建への取り組みを促進させるチャンスとも

なり得る。既存の政治構造のもとでは見過ご

されてきた、ないしは、タブー視されてきた

問題、あえて一般国民の眼には触れないよう

にされていた問題を国政の場でとり上げて、

制度の改革や財政再建につなげる機会ともな

り得るからだ。既存の制度はいじらずに短絡

的に最初から負担増を求めるのではなく、そ

の前に不公平を正す形で制度や政策運営の改

革を進めることは、財政運営の持続可能性を

高めることにつながる。 

そのためにも、わが国でも米ＣＢＯのよう

な機能を果たす独立財政機関の設立が望まれ

る。与野党を問わず、各議員が国会での法案

審議や予算審議に必要な客観的な情報や試算

結果を入手できるようにすることが必要だ。

わが国の本年度当初予算審議からも明らかに

なったように、野党側の声を反映するにして

も“国会修正”ではできることに限りがある。

毎年の予算審議の場のみではなく、もっと前

広に、与野党が幅広くかかわる形で、それら

の基礎情報を基に、各分野の改革に関する議

論を進め、多様化する国民の声をもっと国政

の運営や予算運営に反映させられるようにし

ていくことが必要だろう。 

ちなみに米国では、連邦議会にＣＢＯのほ

か、議会調査局（ＣＲＳ: Congressional 

Research Service）も存在する。議員立法等

に必要な試算等は、各議員の事務所スタッフ

だけでは手に余ることが少なくなく、その支

援をＣＲＳの専門的なスタッフが実施してい

る。かつてはＣＲＳの試算結果は公表される

ことはなかったが、近年では、要請した議員

事務所側が公表に同意した場合には、ＣＲＳ

のレポートについても対外公表されるように

なっている。わが国でも衆参両院に事務局（調

査室等）が設けられているが、その態勢は米

国に比較すれば圧倒的に小さく、今後は増強

が求められよう。 

民意の多様化を反映に、“少数与党”状態と

なった今こそ、様々な国民の声を公平に反映

しつつ、財政運営の持続可能性を高めるため

に、民主主義市民社会を持続させていくうえ

での客観的な財政情報の提供という財政イン

フラを構築し強化することが求められている

といえよう。 


